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会 議 録 第 １ 号 

 

１．招集日時   平成２８年９月２日（金） 午前１０時 

１．招集場所   牛久市役所議場 

１．出席議員   ２２名 

 １番  藤 田 尚 美 君 

 ２番  秋 山   泉 君 

 ３番  尾 野 政 子 君 

 ４番  伊 藤 裕 一 君 

 ５番  長 田 麻 美 君 

 ６番  山 本 伸 子 君 

 ７番  杉 森 弘 之 君 

 ８番  須 藤 京 子 君 

 ９番  黒 木 のぶ子 君 

１０番  甲 斐 徳之助 君 

１１番  池 辺 己実夫 君 

１２番  守 屋 常 雄 君 

１３番  市 川 圭 一 君 

１４番  小松崎   伸 君 

１５番  石 原 幸 雄 君 

１６番  遠 藤 憲 子 君 

１７番  鈴 木 かずみ 君 

１８番  利根川 英 雄 君 

１９番  山 越   守 君 

２０番  板 倉   香 君 

２１番  柳 井 哲 也 君 

２２番  中 根 利兵衛 君 

 

１．欠席議員   なし 
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平成２８年第３回牛久市議会定例会会期日程表 
 

日 次 月   日 曜 開 議 時 刻 摘     要 

第１日 ９月２日 金 午前１０時 

○開 会 

○会議録署名議員の指名 

○諸般の報告 

○会期の決定 

○議 案 上 程 （６６号～７３号、認定１

号） 

○提案者説明 

○決算特別委員会設置の件 

○議 案 上 程 （７４号） 

○提案者説明 

○質 疑 

○討 論 

○採 決 

○議 案 上 程 （７５号） 

○提案者説明 

○質 疑 

○討 論 

○採 決 

○意見書案上程 （６号） 

○提案者説明 

○休 会 の 件 

○散 会 

第２日 ９月３日 土 休   会  

第３日 ９月４日 日 休   会  

第４日 ９月５日 月 休   会  議 案 調 査 
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第５日 ９月６日 火 午前１０時 

○開 議 

○一 般 質 問 

○延 会 

第６日 ９月７日 水 午前１０時 

○開 議 

○一 般 質 問 

○延 会 

第７日 ９月８日 木 午前１０時 

○開 議 

○一 般 質 問 

○散 会 

第８日 ９月９日 金 午前１０時 

○開 議 

○議 案 上 程 （６６号～７３号、認定１

号） 

○意見書案上程 

○質 疑 

○委員会付託 

○休 会 の 件 

○散 会 

第９日 ９月10日 土 休   会  

第10日 ９月11日 日 休   会  

第11日 ９月12日 月 休   会 ○決算特別委員会 

第12日 ９月13日 火 休   会 ○決算特別委員会 

第13日 ９月14日 水 休   会 ○決算特別委員会 

第14日 ９月15日 木 休   会 ○総務常任委員会 

第15日 ９月16日 金 休   会 ○教育民生常任委員会 

第16日 ９月17日 土 休   会  
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第17日 ９月18日 日 休   会  

第18日 ９月19日 月 休   会  

第19日 ９月20日 火 休   会 ○産業建設常任委員会 

第20日 ９月21日 水 休   会  議 事 整 理 

第21日 ９月22日 木 休   会   

第22日 ９月23日 金 午前１０時 

○開 議 

○議 案 上 程 （６６号～７３号、認定１

号） 

○議 案 上 程 （５８号） 

○意見書案上程 （６号） 

○請 願 上 程 （４号～５号） 

○各委員長報告 

○委員長に対する質疑 

○討 論 

○採 決 

○閉会中の事務調査の件 

○閉 会 
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平成２８年第３回牛久市議会定例会 

 

議事日程第１号 

    平成２８年９月２日（金）午前１０時開会 

 日程第 １．会議録署名議員の指名 

 日程第 ２．会期の決定 

 日程第 ３．議案第６６号 牛久市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査 

              結果の縦覧等の手続に関する条例について 

 日程第 ４．議案第６７号 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ５．議案第６８号 牛久市税条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ６．議案第６９号 平成２８年度牛久市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第 ７．議案第７０号 平成２８年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１ 

              号） 

 日程第 ８．議案第７１号 平成２８年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第 ９．議案第７２号 平成２８年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１０．議案第７３号 土地取得について 

 日程第１１．認定第 １号 平成２７年度牛久市各会計歳入歳出決算認定について 

 日程第１２．決算特別委員会の設置について 

 日程第１３．議案第７４号 牛久市教育長の任命について 

 日程第１４．議案第７５号 牛久市教育委員会委員の任命について 

 日程第１５．意見書案第６号 教育予算の拡充を求める意見書の提出について 

 日程第１６．休会の件 
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午前１０時００分開会 

○議長（市川圭一君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。定足数に達しておりますので、平成２８年第３回

牛久市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会議録署名議員の指名 

 

○議長（市川圭一君） 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、２２番中根利兵

衛君、１番藤田尚美君をそれぞれ指名いたします。 

 次に、この際、諸般の報告をいたします。 

 まず、今期定例会に提出のあった案件は、市長提出議案第６６号ないし議案第７５号の１０

件、及び認定第１号の１件、意見書案第６号の１件、請願第４号及び請願第５号の２件、要請

書第１号の１件であります。 

 なお、今期定例会において、本日までに受理した請願はお手元に配付のとおり、所管の常任

委員会に付託いたしましたから報告いたします。 

 また、要望第１号の１件につきましては、内容を十分検討の上考慮されますよう、お願いい

たします。 

 次に、市長から地方自治法第１８０条第１項の規定により、報告第８号ないし報告第１０号

及び報告第１２号の４件の専決処分について報告がありましたので、その写しをもって報告済

みといたします。 

 次に、市長から地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により、報告第１１号、健全化判断比率等の報告について報告がありましたので、その

写しをもって報告済みといたします。 

 次に、去る第２回定例会において可決されました間もなく４０年を迎える東海第二原発の２

０年延長の申請をしないように求める意見書につきましては、茨城県知事を初め、関係機関へ

それぞれ提出いたしましたので報告いたします。 

  次に、今期定例会に説明員として地方自治法第１２１条の規定により出席した者は、お手

元に配付した名簿のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 
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        ――――――――――――○―――――――――――― 

 会期の決定 

 

○議長（市川圭一君） お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月２３日までの

２２日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２３日までの２

２日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第６６号ないし日程第１０、議案第７３号及び日程第１１、認定第１

号の９件を一括議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第６６号 牛久市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等 

        の手続に関する条例について 

 議案第６７号 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第６８号 牛久市税条例の一部を改正する条例について 

 議案第６９号 平成２８年度牛久市一般会計補正予算（第３号） 

 議案第７０号 平成２８年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７１号 平成２８年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７２号 平成２８年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７３号 土地取得について 

 認定第 １号 平成２７年度牛久市各会計歳入歳出決算認定について 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 皆さん、おはようございます。本日は、平成２８年第３回牛久市議会

定例会を招集いたしましたところ、議員各位に出席を賜り、ここに開会でき得ますことを心か

ら感謝申し上げる次第でございます。 

 本定例会に提出いたしました議案は、条例の制定及び改正、補正予算、土地取得、人事案件、

決算の認定など、全部で１１件であります。 

 平成２７年度決算の状況につきましては、先般の市議会議員全員協議会におきましてその概

略を御説明したところでございます。平成２７年度決算額は、平成２６年度に比べ、歳入歳出

ともに増加となりました。 
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 歳入面においては、地方消費税交付金が増加となった一方で、民間保育園運営補助、障害者

に対する給付等、いわゆる社会保障関係経費の増加が見られ、歳入歳出ともにほぼ同水準での

増加となりました。 

 現在の安倍内閣が掲げる一億総活躍社会の実現に当たっては、子育てや介護に対する環境の

充実が重点施策の一つとして掲げられており、特に社会保障分野においてはさらなる経費負担

を伴う可能性がうかがえます。 

 これからの牛久市が、社会保障経費で圧迫され将来をつくるための施策展開ができなくなる

のではなく、市民の皆様が希望を見出せるまちを実現するために本当に必要なサービスを展開

できるよう市政運営に全力を傾注してまいりたいと考えております。 

 それでは、人事案件を除く議案につきまして御説明いたします。 

 議案第６６号は、牛久市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧

等の手続に関する条例についてであります。 

 本件は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３の規定に基づく一般廃棄物処理施設

の設置及び変更に係る届け出に際し、市が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響について

の調査結果等の縦覧手続及び生活環境の保全上の見地からの意見書の提出方法を定めるもので

あります。 

 議案第６７号は、牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、地方公務員法の改正により人事評価制度が導入されたことに伴い、文言を改めると

ともに、昇給及び勤勉手当における人事評価の期間について改正するものであります。 

 議案第６８号は、牛久市税条例等の一部を改正する条例についてであります。 

 本件は、昨年度茨城県内において特別徴収義務者の一斉指定が開始されたことに伴い、市民

税の納税義務者の多くが前納報奨金制度を利用することができなくなったことから、納税義務

者間の公平性を確保するため、市民税の前納報奨金制度を廃止するものであります。 

 議案第６９号は、平成２８年度牛久市一般会計補正予算（第３号）であります。 

 既定の予算額に８億１，９０１万２，０００円を追加し、予算の総額を２６９億４，６０２

万８，０００円とするもので、歳入歳出予算及び繰越明許費について補正するものであります。 

 まず、第１表の歳入歳出予算のうち、歳入の国庫支出金につきましては、ひとり親家庭の高

等職業訓練促進給付金支給事業につきまして、国の制度改正に伴い、支給対象年数を拡大した

ことによる母子家庭等対策総合支援事業費補助金の増額計上及びまち・ひと・しごと創生の取

り組みとして実施する観光を核としたまちづくり事業が、地方創生加速化交付金の採択事業と

なったことから、当該事業費に対する国庫補助金を計上するものであります。 

 繰入金のうち、他会計繰入金は、平成２７年牛久市介護保険事業特別会計における決算額確
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定に伴い一般会計負担分を精算するもので、３，７４９万２，０００円を一般会計に繰り戻す

ものであり、基金繰入金につきましては、今補正を調製した結果、歳入超過となったことから

財政調整基金への繰り戻しを行うものであります。 

 繰越金は、平成２７年度決算の確定に伴う繰越金の増額であり、実質収支額１１億２，３２

９万円のうち当初予算措置を行った３億円を除いた残額８億２，３２９万円を増額計上するも

のであります。 

 歳出の主なものといたしまして総務費の総務管理費は、まち・ひと・しごと創生事業を実施

するための委託費の計上であります。 

 教育費の教育総務費は、放課後子ども教室の運営費の増額計上であり、現在、牛久第二中学

校では月曜日及び火曜日の週２回、放課後カッパ塾を実施しておりますが、小規模特認校とし

ての特色を生かすために、それぞれの時間を延長するとともに、新たに木曜日の実施に取り組

むもので、英語授業の補充や英語検定対策を初めとする英語に特化した学習を支援するもので

あります。 

 保健体育費は、平成３１年度に開催が予定されているいきいき茨城ゆめ国体の会場でもある

牛久運動公園に武道場を建設するための実施設計費用を計上するものであります。 

 武道場の建設に当たりましては、今回の補正にて一部の予算計上を行うものであり、建設費

用の財源確保については、国・県からの補助金を最大限活用し、市の負担を最小限に抑える方

策を検討しております。 

 なお、武道場建設の実施設計費用につきましては、工期に１１カ月程度かかる見込みであり、

年度内の完了は不可能であるため、あわせて繰越明許費の設定を行うものであります。 

 最後に、今回の補正では基金の積立金を計上しております。総務費の総務管理費は、地方財

政法第７条第１項に基づく前年度実質収支額の２分の１相当額の財政調整基金への積立金の計

上、教育費の保健体育費は、いきいき茨城ゆめ国体の運営のための国体運営基金の積立金の計

上、さらに衛生費の清掃費は、生活環境施設整備基金への積立金の計上であります。 

 議案第７０号は、平成２８年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）であり

まして、既定の予算額に３８１万５，０００円を追加し、予算の総額を１００億４，９８１万

５，０００円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。 

 歳出につきましては、特定健診の受診を勧奨するための事務費を計上しており、財源につき

ましては、全額、国庫補助金の特別調整交付金を充てるものであります。 

 議案第７１号は、平成２８年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）でありま

して、既定の予算額に１，４４７万２，０００円を追加し、予算の総額を２５億４，４４７万

２，０００円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。 
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 歳入につきまして、繰越金は、平成２７年度決算額確定に伴う実質収支額の計上であり、繰

入金は、今補正を調製した結果、不足分について一般会計からの繰り入れを行うものであり、

歳出につきましては、消費税支出見込み額の不足分を補正計上するものであります。 

 議案第７２号は、平成２８年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）でありまし

て、既定の予算額に３億３，２２０万５，０００円を追加し、予算の総額を５１億５，９２０

万５，０００円とするもので、歳入歳出予算について補正するものであります。 

 第１表の歳入歳出予算のうち歳入の主なものといたしまして、保険料につきましては、第１

号被保険者特別徴収保険料の増額計上であり、支払基金交付金につきましては、地域支援事業

支援交付金の増額計上であります。また、繰越金につきましては、平成２７年度決算額確定に

伴う実質収支額の計上であります。 

 歳出の主なものといたしまして、保険給付費の介護サービス等諸費は、居宅介護サービス給

付費と地域密着型介護サービス給付費における費用の組み替え、地域支援事業費の介護予防・

生活支援サービス事業は、サービス事業費の増額計上等であります。 

 議案第７３号、土地取得についてであります。 

 本件は、牛久運動公園敷地の賃貸人から、賃借人である牛久市に対し売却の申し出があった

ため、借地している土地の一部を取得するものであります。 

 認定第１号は、平成２７年度牛久市各会計歳入歳出決算認定についてであります。 

 各決算は、議決されました予算を地方自治法の本旨に基づき執行したもので、関係書類は全

て監査委員の審査に付してありますので、審査意見書を添付して、議会の承認を求めるもので

あります。決算の内容につきましては、決算書及び決算認定附属資料により御理解を賜りたい

と存じます。 

 以上が、条例の制定及び改正、一般会計及び特別会計の補正予算等の概要でありますが、詳

細につきましては、お手元の議案書等により御審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い

申し上げたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（市川圭一君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第１２、決算特別委員会の設置について。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 決算特別委員会の設置について 

 

○議長（市川圭一君） お諮りいたします。 

 今期定例会に上程されております認定第１号を審査するため、委員会条例第６条の規定によ

り、１１人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置したいと思います。これに御異議あ
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りませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。よって、１１人の委員をもって構成する決算

特別委員会を設置することに決定いたしました。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１項

の規定により、議長において１番藤田尚美議員、４番伊藤裕一議員、５番長田麻美議員、６番

山本伸子議員、７番杉森弘之議員、８番須藤京子議員、１０番甲斐徳之助議員、１１番池辺己

実夫議員、１２番守屋常雄議員、１６番遠藤憲子議員、２０番板倉 香議員、以上１１名の議

員を指名し選任します。 

 なお、決算特別委員会の委員長及び副委員長の互選のため、委員会条例第１０条第１項の規

定により、議長において決算特別委員会を本日本会議終了後直ちに招集しますので、委員は議

員会議室に御参集ください。 

 

決算特別委員会委員 

委 員 藤 田 尚 美 委 員 伊 藤 裕 一 

委 員 長 田 麻 美 委 員 山 本 伸 子 

委 員 杉 森 弘 之 委 員 須 藤 京 子 

委 員 甲 斐 徳之助 委 員 池 辺 己実夫 

委 員 守 屋 常 雄 委 員 遠 藤 憲 子 

委 員 板 倉   香 
  

 

 次に、日程第１３、議案第７４号を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第７４号 牛久市教育長の任命について 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 議案第７４号は、牛久市教育長の任命についてであります。 
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 本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、地方公共団体の長が議会

の同意を得て教育長を任命することとなったことから、本年９月３０日をもって教育委員会委

員としての任期が満了となる染谷郁夫氏を改めて牛久市教育長として任命しようとするもので

あります。 

 染谷氏は、識見、人格ともにすぐれた方であり、牛久市の教育行政を担う適任者であると確

信し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものであります。 

 なお、今回の任命による染谷氏の任期は、平成３１年９月３０日までとなります。 

 何とぞ御同意をくださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（市川圭一君） 以上で、市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案第７４号について質疑を許します。ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 以上で、議案第７４号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第７４号については、会議規則第３７条第３項の規定に

より、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。よって、議案第７４号については、常任委員

会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 以上で討論を終結いたします。 

 これより、議案第７４号について採決いたします。 

 議案第７４号、牛久市教育長の任命について、本案はこれに同意することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（市川圭一君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決定いた

しました。 

 ここで自席にて暫時休憩いたします。 
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                午前１０時２１分休憩 

        ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１０時２４分開議 

○議長（市川圭一君） 会議を再開します。 

 次に、日程第１４、議案第７５号を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第７５号 牛久市教育委員会委員の任命について 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 議案第７５号は、牛久市教育委員会委員の任命についてであります。 

 本件は、現教育委員会委員であります石井美知夫氏が、本年９月３０日をもって任期満了と

なるため、石井氏を引き続き任命しようとするものであります。 

 石井氏は、識見、人格ともにすぐれた方であり、牛久市の教育行政を担う適任者であると確

信し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求

めるものであります。 

 なお、今回の任命による石井氏の任期は、平成３２年９月３０日までとなります。 

 何とぞ御同意をくださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（市川圭一君） 以上で、市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案第７５号について質疑を許します。ありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 以上で、議案第７５号についての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第７５号については、会議規則第３７条第３項の規定に

より、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。よって、議案第７５号については、常任委員

会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 次に、原案賛成の方の発言を許します。 
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      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 以上で討論を終結いたします。 

 これより、議案第７５号について採決いたします。 

 議案第７５号、牛久市教育委員会委員の任命について、本案はこれに決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

      〔賛成者起立〕 

○議長（市川圭一君） 起立全員であります。よって、本案はこれに同意することに決定いた

しました。 

 次に、日程第１５、意見書案第６号についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第６号 教育予算の拡充を求める意見書の提出について 

 

○議長（市川圭一君） 提案者に提案理由の説明を求めます。８番須藤京子君。 

      〔８番須藤京子君登壇〕 

○８番（須藤京子君） それでは、意見書案の朗読をもって提案理由とさせていただきます。 

 意見書案第６号、教育予算の拡充を求める意見書（案）。 

 日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べ、１学級当たりの児童・生徒数や教員１人当たりの児童・生徒

数が多くなっています。また、障害のある子供たちへの合理的配慮、外国につながる子供たち

への支援、いじめ・不登校などの課題など、学校を取り巻く状況は複雑化、困難化しており、

学校に求められる役割は拡大しています。 

 また、学習指導要領により授業時数や指導内容が増加しています。教職員が子供たちと向き

合う時間を確保し、子供たちの豊かな学びを保障していくためには、教職員定数改善が不可欠

です。 

 第７次教職員定数改善計画の完成後１０年もの間、国による改善計画のない状況が続いてい

ます。そのため、本件を含む幾つかの自治体においては、独自財源による定数措置を行い対応

しています。しかしながら、自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国

庫負担に裏づけされた教職員定数改善計画の策定が必要です。国の施策として財源保障をし、

子供たちが全国どこに住んでいても一定水準の教育を受けられることが憲法上の責務です。 

 また、東日本大震災以降、学校施設の被害や子供たちの心のケアの問題、子供たち・教職員

の負担増など教育関係の影響がいまだに残っており、政府として人的・物的な援助や財政的な

支援を継続すべきと考えます。 

 こうした観点から、平成２９年度政府予算編成において教育予算の拡充が実現されるよう強
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く要望します。 

記 

 １．子供たちの教育環境改善のために計画的な教職員定数改善を推進すること。 

 ２．教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、その根幹となる義務教育費国庫負担制度

を堅持すること。 

 ３．震災からの教育復興のための予算措置を継続して行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（市川圭一君） 以上で、提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、日程第１６、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 休会の件 

 

○議長（市川圭一君） あす３日から５日までの３日間は、休会といたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（市川圭一君） 御異議なしと認めます。よって、あす３日から５日までの３日間は休

会とすることに決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

                午前１０時３１分散会 

 


